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平成２９年度 北海道小学校長会  

第５回理事研修会 （2018/2/23） 

会長挨拶 

 

本日は、年度末のお忙しい中、道小第５回理事研修会

に全道各地からお集まりいただき、感謝申し上げる。本

日は、早いもので今年度、最後の理事研修会となった。 

さて、今年１年を振り返ると、５月の総会において道小の組織改革と会費の値上げをご承認

頂き、活動が順調にスタートした。その後、定数欠期限付き教諭や産休代替え教諭の未配置問

題、新学習指導要領の告示に伴う外国語活動や外国語科の時数確保と日課表の問題など、様々

な課題に対して、皆様と取組を進めてきた。その一方、私たちの教育界においても「働き方改

革」という大きな波が押し寄せている。 

このような中、第６０回北海道小学校長会教育研究宗谷・稚内大会を成功裏に終えることが

できた。全道の校長先生方にご参集いただき、教育実践や教育課題を協議する貴重な場となっ

た。宗谷校長会の皆様のご労苦に、改めて感謝申し上げる。次年度は、いよいよ函館での全国

大会が開催される。現在、函館市小学校長会の皆様方には、大会に向けたご準備を精力的に行

っていただいている。全道の校長先生方の力を結集して、大会を盛り上げていきたいものであ

る。また、道小６０周年記念式典・祝賀会については、皆様からのご協力を得て、盛大に挙行

することができた。 

本日の理事研修会では、教育情勢の中から、大きく４点についてお話しさせていただく。   

最初は、平成29年12月26日に文部科学大臣から示された「学校における働き方改革に関

する緊急対策」についてである。 

一つ目は、１（１）の「学校・教師が担うべき業務の範囲が学校現場や地域・保護者等に共

有されるよう、学校や教師・事務職員等の標準職務を明確化し、各教育委員会の学校管理規則

に適切に位置付けられるようモデル案を作成し、提示する」というものである。 

二つ目は、「学校における働き方改革の趣旨等をわかりやすくまとめた資料を学校に提供す

る等、社会への普及・啓発を進める」とある。地域・保護者から理解を得やすい資料が提供さ

れれば、学校としても助かる。 

三つ目は、「文部科学省内に教職員の業務量を俯瞰し、一元的に管理する組織を整備すると
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ともに、学校に関する業務を所管する部署は、新たな業務を付加するような制度改正等を行う

際には、当該組織と前広に調整することを基本とする」と述べていることである。ぜひ実現し

ていただきたいものである。 

四つ目は、サポートスタッフについてである。授業におけるサポートスタッフや理科の観察

実験補助員の記載がある。積極的な導入を期待したいところである。サポートスタッフについ

ては、学習評価や成績処理に関する宿題等の提出状況の確認、簡単な漢字・計算ドリルの丸つ

けなどにも教師との連携の上で参画を促すとあるが、業務の効率化にのみ目が向けられ、小学

校教育の現状にそぐわないと思われる点もある。 

その他、法的相談を受けるスクールロイヤーについても触れられている。複雑化・長期化し

た保護者対応等に必要と思われる。 

大きな２点目は、「学校における働き方改革の推進について」である。これは、２月16日の

全連小理事会の場において、文部科学省初等中等教育局企画官佐藤人海氏から説明のあった

文書である。この部分のデータについては、本日、ＤＶＤとしてお渡ししたので、ご活用いた

だきたい。ポイントだけ簡単に説明させていただく。 

一つ目は、日本の教育現場が抱える業務の範囲についてである。日本の学校が抱え込んでい

る教育の範囲が諸外国に比べて、断然多いことを示している。円グラフは、専門スタッフの割

合である。アメリカやイギリスの割合が高いことが分かる。 

二つ目は、学校が抱える問題についてである。棒グラフは、学校が抱える問題が複雑で多岐

に渡っていることを示している。これを受けて、当時の馳文科大臣当時が立てたのが、「次世

代の学校・地域」創生プランである。 

三つ目は、使用者の勤務時間の把握についてである。表には、厚生労働省が作成した労働基

準法における使用者の、勤務時間把握の責務について書かれている。棒グラフにおいては、勤

務時間を正確に把握されている場合には、週の残業時間が少ないこと・年間の年休取得日数が

多いこと・メンタルヘルス状況が良好なことを示している。 

四つ目は、ＩＣＴの活用についてである。ＩＣＴ活用による名簿管理・出席簿・成績処理・

通知表・指導要録などの業務改善の可能性が示されている。 

これ以外の内容については時間の関係で説明を省くが、様々な取組事例などが書かれてい

るので、参考にしていただきたい。 
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 大きな３点目は、全連小常任理事会と理事研修会についてのご報告である。最初は、１月18

日の第９回常任理事会の会長資料から三つほど報告する。 

その一つは、デジタル教科書についてである。今後の教科書の扱いは、従来どおり紙ものを

中心として使用することが確認されたとのことである。デジタル教科書は必要に応じて活用

することとなったが、使用する場合の経費は、当該自治体が負担するとのことである。 

その二つは、児童生徒の学習評価に関するワーキンググループについてである。指導要録等

の記載内容の負担軽減を図るために、今後、話し合いが行われ、文科省としての指針を示すと

のことである。 

その三つは、プログラミング教育の指針についてである。これについては、来年秋頃をめど

に文科省から指針が示されるそうである。 

 次に、中教審の教育振興基本計画部会のヒアリング資料として、全連小・対策部会部長の東

京都江東区立明治小学校の喜名校長がまとめた意見書である。「教員定数の改善」の部分では、

なぜ長時間勤務になっているのかという全国各地の学校の現状を見事に述べている。「働き方

改革の実現」においては、「学校が取り組むべきことには限界があります」と述べている。さ

らに、「地域間格差の是正」、「子どもの貧困の解消」も主張している。「優秀な教員の確保」に

ついては、今後の大きな課題になりそうである。首都圏はもちろんのこと、北海道においても

近年、教員採用試験の倍率がかなり落ちてきている。 

このように、全連小では、教育振興基本計画に関わる部分でも意見表明を行っている。現場

の意見が反映される計画であってほしいものである。 

 続いて、２月 15 日の第 10 回常任理事会の会長資料である。中教審の「学校における働き

方改革に関する総合的な方策について」（中間まとめ）である。ここでのポイントは、「一部の

学校においては、標準授業時数を大きく上回った授業時数を計画している例が見られるが、指

導体制の整備が伴わないまま実施すると、教師の負担増加に直結する恐れが高い。各学校にお

ける教育課程の編成・実施に当たっては。教師の働き方改革に十分配慮すべきである」と述べ

られていることである。このような主張に対しては、「これまで学力や体力向上に励んできた

学校の梯子を外すものである」という憤りの声も上がっているそうである。 

この標準授業時数をどの程度上回っているのかを示している資料が「平成27年度公立小・

中学校における教育課程の編成・実施状況調査の結果について」である。 

続いて、英語に係る専科教員の加配についてである。文科省では、当初、英語の導入による

専科指導の充実として３年計画の下、年間 2,200 人ずつの計 6,600 人を要求していたが、標



4 
 

準授業時数を上回る授業時数を確保していることや児童数減少による学級数の減少を理由に、

３年間で4,000人の計画に留めている。また、文科省では、専科指導による加配定数の教員の

英語力の要件を４点掲げているが、全連小の会議の中では、相当ハードルが高いのではないか

という懸念の声が出されていた。 

その結果、次のようなことにつながっていると思われる。小中教員独自補充１万人という見

出しの新聞記事である。リード文には、「全国の公立小中学校で、国が決める教員定数とは別

に、都道府県・政令指定市の教育委員会が計約１万人の教員を配置し、７年前と比べて約３割

増えている」と書かれている。地方が独自に教員不足を補っていることが、浮き彫りになって

いる。 

 全連小関係では、その他、平成30年度の「全国連合小学校長会活動方針（案）」平成32年

度からの新研究主題を載せておいたので、ご覧いただきたい。 

 最後の４点目は、道教委の施策についてである。 

最初は、「変形労働時間制の対象業務の拡大について」である。このたび、「保護者等を対象

とした説明会等の業務（自校の教育計画に位置付けられ公務として行うもの）」及び「入学者

選抜の業務」が新たに加わることとなった。この中では、割り振り結果の職員への通知につい

て、「原則として７日前（特別な事情があると認める場合は前日）まで可能とする」と記載さ

れているところがポイントである。道小としては、突発的な生徒指導や問題解決のためのケー

ス会議の開催などについても想定していただきたい旨、道教委の担当者に要望を伝えている

ところである。 

 続いて、「教育公務員特例法等の一部を改正する法律について」である。この法律の施行に

伴い、教員の研修計画が一部変更となる。その一つは、「中堅教諭等資質向上研修の実施につ

いて」である。改正点は、「研修時期を経験10年に達した者に加え８年・９年に達した者で所

属長が認めた者」としていることである。道教委では、学校運営研修会出席者の約２割が経験

10年未満であることを考慮したと述べている。 

 また、免許状更新講習との整理・合理化が新たな改正点である。「中堅教諭等資質向上研修」

の中の「北海道の教育の現状と課題」など研修講座６時間分を、免許状更新講習の１コマとし

て相互認定できるようにするということである。 

 この他、道教委では、新任校長・教頭研修を札幌で行うことや教員育成指標の提示、「学校

における働き方改革北海道アクション・プラン」の策定など、新年度に向けた新たな取組を行
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うと聞いているので、今後も、このような情報を全道に提供していきたいと考えている。 

 

 本日は、よろしくお願いしたい。 


